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１ 計画策定の趣旨

地球温暖化は、地球規模の課題であると同時に地域社会の構成員すべてが取り組まなければならない課

題であり、県としても積極的に取組を進める。

本計画では、県が取り組む施策を明らかにするとともに、県民・事業者・団体・行政等様々な主体の参

画と協働のもと、情報の共有化を図り、それぞれの取組を確実に実施することを通じて、低炭素社会を実

現する。

２ 策定のポイント

１ 2020年度温室効果ガス削減目標の設定

政府が COP19 において、原子力発電による削減効果を含めない現時点での目標であるとの前提をおいたうえで、2005 年度比 3.8%削

減(1990年度比約3%増加）するという新たな目標を表明したことを踏まえ、県では、以下のとおり、温室効果ガス削減目標を設定する。

２ ６つの対策方針と主な削減対策

方針① 再生可能エネルギーの導入拡大

方針② 日常生活や経済活動からの温室効

果ガス排出削減

方針③ 低炭素型まちづくりの推進

方針④ CO2吸収源としての森林の機能強化

方針⑤ 次世代の担い手づくり

方針⑥ 地球温暖化による影響への適応

３ 重点的な取組

再生可能エネルギーの導入目標の設定

Ⅰ 計画の基本事項 Ⅲ 施策の展開方針及び重点的な取組

第 3 次兵庫県地球温暖化防止推進計画（案）の概要～低炭素社会の実現に向けて～

各主体が、適切な役割分担のもと、主体的に活動

するとともに、連携、協働することにより、継続

的な取組として定着させ、効率的かつ効果的な省

エネを推進

(２)震災で高まった省エネ機運を定着させ、

省エネ対策を一層促進する

これまでのトレンドや賦存量等を踏まえ、具体

的な数値目標を設定して、重点的に推進

(１)再生可能エネルギーのさらなる導入拡大

を図る

22002200 年年度度にに温温室室効効果果ガガスス排排出出量量をを 22000055 年年度度比比でで６６%%

削削減減すするる（（11999900 年年度度比比３３％％削削減減））

（（電電力力排排出出係係数数はは、、直直近近のの 22001122 年年度度のの値値にに設設定定））

２ 地球温暖化対策取組の現状

第２次計画及び「兵庫県地球温暖化対策方針」等に基づき、地球温暖化対策を進めてきた。

①産業部門：温暖化アセスメント、特定物質排出抑制計画・措置結果報告制度 等

②業務部門：建物環境配慮（CASBEE）に基づく評価、関西エコオフィス宣言 等

③家庭部門：県民行動指針による普及啓発、うちエコ診断 等

④運輸部門：エコドライブの推進、電気自動車用充電インフラの整備 等
⑤適 応 策：防災、治山治水、自然環境の保全・再生、農畜産物の品種改良等各種施策を各部局が個別に実施

３ 再生可能エネルギー導入拡大に向けた取組の現状

「グリーンエネルギー推進プログラム」、第２次計画に位置づけられた「グリーンエネルギー10倍増作戦」及び「兵

庫県地球温暖化対策方針」に基づき、再生可能エネルギーの導入を進めてきた。

①太陽光発電：太陽光発電相談指導センターを設置(H21年度)

住宅用太陽光発電設備の補助・融資を実施(H23～25年度) 等

②風力発電：風況マップの提供、アセス条例の適正運用 等

③バイオマス：バイオマス総合利用計画に基づく木質バイオマスの利活用促進 等

Ⅱ 現状

【兵庫県の温室効果ガス排出量の推移】

３ 対象期間

2013(平成25)～2020(平成32)年度

※国の地球温暖化対策計画等が策定され次
第、必要に応じて、見直しを実施

１ 本県の温室効果ガス総排出量

2010 年度の温室効果ガス総排出量は

67,021kt-CO2であり、基準年度(1990年度)に対し

て8.2％減少し、第２次計画目標年度(2010年度)

の削減見込値である基準年度比 6.3%削減は達成

した。

本県の特徴として、産業部門が6割を超えており

(全国:約４割)、また、民生（業務・家庭）部門の伸

び率が大きいことが挙げられる。
注：京都メカニズム、森林吸収は除く

※：2010年度の電力排出係数0.281kg-CO2/kWhで算定 

住宅用太陽光 

非住宅用太陽光 

 

風力発電 

小水力発電 
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0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

～
1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
2
0

2020年度目標値 

＋約100万kW 

導
入

量
(千

kW
)

  【単位：千kW】 

導入実績 導入目標 
種別 

2010 2012※ 2020 

住宅用太陽光発電 122 196 517(+321) 

非住宅用太陽光発電 23 61 803(+742) 

風力発電 43 55 56  (+1) 

水力発電 4 4 5  (+1) 

バイオマス発電 86 87 109 (+22) 

ごみ発電 53 55 65 (+10) 

計 331 458 1,555(+1,097) 
   注：（ ）の数値は対2012       ※見込値 

年度 1990
(平成2)

2000
(平成12)

2013
(平成25)

2050
 

2040
 

2020
(平成32)

（1996年～）兵庫県地球温暖化防止地域推進計画

第4次計画

22002200 年年度度末末ままででにに県県内内のの再再生生可可能能エエネネルルギギーーをを新新たたにに１１0000 万万 kkWW 導導入入すするる  ～～ひょうご 100 万ｷﾛﾜｯﾄ創出ﾌﾟﾗﾝ～ 

＜目標設定の考え方＞ 

・ 国の目標である2005年度比3.8%削減は、国立環境研究所

AIM チームが 2012 年 9 月に作成した「対策導入量等の根

拠資料」に示された対策レベル中位と低位の間と想定され

るが、現時点では、詳細な対策内容が不明であることから、

国対策としては、より前向きな中位ケース（対策方針試算

値と同様）を用いた。 

・ 上記の国対策削減量に、県独自対策による削減量を上乗せ

した。 

・ 京都メカニズム、森林吸収による削減分は、含めていない。 

・ 国の地球温暖化対策計画が示され、対策が大幅に見直され

た場合、県民、事業者、団体等各主体の意見を踏まえ、本

計画も見直す。 

＜2020年度における部門別の主な削減対策及び削減量＞（2012係数固定の場合）(単位：kt-CO2） 

部門 削減対策 
すう勢
排出量 

削減量 
 

2020年度 
排出量 

産業 
排出抑制計画・報告制度の見直し、
工場排熱利用の促進 等 

51,167 2,767 
(950) 

48,400 

民 生
(業務） 

排出抑制計画・報告制度の見直し、
省エネ診断受診 等 

5,094 2,185  
(487) 

2,909 

民 生
(家庭) 

うちエコ診断の推進、住宅用太陽光
発電設備設置特別融資事業 等 

10,040 2,551  
(638) 

7,489 

運輸 エコドライブの普及 等 8,251 825(67) 7,426 

その他 ごみの減量化推進 等 5,371 447(42) 4,924 

合計  
79,922 8,775 

(2,184) 
71,148 

 

県民・事業者の削減努力分を見えやすくするため、電力排

出係数を前計画の目標年度の2010年度（東日本大震災前）

の値に固定した場合、2020年度までに温室効果ガスを1990

年度比で15%削減することとなる。 

( )内は、県独自対策による削減量（内数） 

温室効果ガス排出量の推移及び予測　【兵庫県】
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温室効果ガス排出量の推移及び予測　【国】
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施策の体系  
兵庫県における地球温暖化対策は、６つの対策方針に基づき、再生可能エネルギーの導入拡大や部門別、分野

別に取組を定め、県民・事業者及び国・市町・活動団体の協力のもと推進していく。 

「方針１ 再生可能エネルギーの導入拡大」に関する取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

「方針２ 日常生活や経済活動からの温室効果ガス排出削減」に関する取組 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

「方針３ 低炭素型まちづくりの推進」に関する取組 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「方針４ CO2 吸収源としての森林の機能強化」に関する取組 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

「方針５ 次世代の担い手づくり」に関する取組 

 
 
 
 

 

 

「方針６ 地球温暖化による影響への適応」に関する取組 

 

１ 条例・要綱に基づく特定物質排出

抑制計画・報告制度の見直し 

条例に基づく特定物質排出抑制計画・報告制度の見直し 
要綱に基づく特定物質排出抑制計画・報告制度の見直し 
温暖化アセス制度の見直し 
CO2削減協力事業の推進 

産業部門 

２ 省エネルギー設備導入の推進 中小規模事業者等への支援 
工場排熱の利用促進（バイナリー発電） 

３ 節電対策の推進 県内事業者等への節電啓発 
 

１ ビル等の省エネ大作戦 省エネ設備の導入促進 
環境性能が優れた建築物の普及促進 
中小規模事業者等への支援（再掲） 

業務部門 

再生可能エネルギー

の導入拡大 
１ 太陽光発電の導入拡大 (1)経済的支援 

住宅用太陽光発電設備設置特別融資事業 
(2)普及啓発・情報提供 

メガソーラー候補地情報提供 
太陽光発電導入事例紹介 

(3)県の率先導入 
住民参加型太陽光発電事業 

  企業庁メガソーラープロジェクト 
フェニックス用地を活用したメガソーラーの設置 
県立学校への太陽光発電導入拡大 
県施設の屋上を活用した太陽光発電実証事業 
農業用ため池水面を活用したフロート式太陽光発電の実証事業 
県北部地域での太陽光発電実証事業 

２ 小水力発電の設置拡大 (1)県の率先導入 
農業用水・上水共同ダムにおける小水力発電の設計着手 

(2)農村地域における導入推進 
農業用水利施設等における小水力発電の導入計画等の支援 
農業用水等を活用した小水力発電設置の促進 

３ バイオマスの利用拡大 (1)経済的支援 
木質バイオマスの利用促進(木質バイオマス利用施設等整備補助) 

(2)普及啓発・情報提供 
バイオマス利活用の意識醸成・普及啓発(農のｾﾞﾛｴﾐｯｼｮﾝ実践支援事業) 

(3)県・市町の率先導入 
高効率ごみ発電施設の導入促進 

(4)技術開発 
石炭ボイラーへの木質バイオマス混焼の検討 
木質バイオマス発電への利用促進 

４ 風力発電の導入拡大 (1)導入可能性検討 
洋上風力発電の導入可能性検討 

５ その他の再生可能エネ

ルギーの導入拡大 

(1)技術開発 
風力・太陽熱・ﾊﾞｲｵﾏｽを組み合わせたﾊﾞｲﾅﾘｰ発電に関する技術開発 

(2)導入可能性検討 
温泉や工場排熱を利用したバイナリー発電の導入検討 
潮流発電の導入可能性検討 

６ 全ての再生可能エネル

ギーに共通する導入拡大策 

(1)導入支援 
地域主導の再生可能エネルギー導入への支援 
環境保全・グリーンエネルギー設備設置資金 
防災・エネルギー設備促進貸付 

(2)普及啓発・情報提供 
再生可能エネルギー相談支援センターの運営 

(3)県の率先行動 
環境保全基金による再生可能エネルギー導入事業の実施 

(4)技術開発 
兵庫県COEプログラムの推進(環境・ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ特別枠) 

２ エコオフィス化の推進 
関西エコオフィス宣言の推進 
率先的な取組事業所の表彰 
温暖化アセス制度の見直し （再掲） 
条例・要綱に基づく特定物質排出抑制計画・報告制度の見直し （再掲） 
CO2削減相殺制度(ひょうごカーボン・オフセット)の推進 
グリーン調達の推進 
エネルギー使用状況の見える化 

３ 県の率先行動 県の率先的な省エネ化改修の推進 

４ 節電対策の推進 （再掲） 県内事業者等への節電啓発 （再掲） 

１ CO2排出の少ないライフスタイル 

 への転換 

うちエコ診断の推進 
地球温暖化防止学習教材ソフト「うちエコキッズ」の活用 
県民行動指針に基づく行動の促進 
エネルギー使用状況の見える化 

２ 住宅の省エネ性の向上 長期優良住宅・低炭素建築物等の普及促進 
家庭における高効率エネルギー設備等の導入促進 
住宅用太陽光発電設備設置特別融資事業（再掲） 
再生可能エネルギー相談支援センターの運営（再掲） 

地球温暖化防止活動推進員による普及啓発活動 
関西スタイルのエコポイント事業の推進 
農林水産物の県産県消の推進 

３ 地域に根ざした取組の推進 

４ 節電対策の推進 （再掲） 県内事業者等への節電啓発 （再掲） 

その他の部門 １ ごみの減量・リサイクルの推進 
高効率ごみ発電施設の導入促進（再掲） 
ごみの減量化推進 
分別回収の促進 
レジ袋削減の推進 

２ フロン類回収の推進 

３ メタン、一酸化二窒素、六ふっ化

硫黄に関する対策 

法改正を踏まえた効果的なフロン類適正処理の取組の推進 
普及啓発の促進 

燃焼設備の改善 
施肥量の適正化 
六ふっ化硫黄の排出抑制指導 

１ エコドライブの推進（ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯ 
ﾌﾟ、急発進・急加速の抑制） 

エコドライブの普及 
県民行動指針に基づく行動の促進（再掲） 運輸部門 

条例に基づく屋上緑化等の推進 
県民まちなみ緑化事業の実施 
ヒートアイランド現象の地域特性の把握 

低炭素型まちづくり 
まちづくり基本方針の推進（環境と共生するまちづくり） 
スマートシティ潮芦屋の整備推進 
播磨科学公園都市、三田ｶﾙﾁｬｰﾀｳﾝ及び潮芦屋における太陽光発電整
備助成 
離島・漁村における直流による自立分散ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ技術の実証研究 
環境性能が優れた建築物の普及促進（再掲） 
長期優良住宅・低炭素建築物等の普及促進（再掲） 
公共交通の利用促進（再掲） 

１ 都市の低炭素化促進 

吸収源の対策 １ 吸収源としての森林整備 

２ ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙな資源とし 

ての木材利用促進 

３ 県民意識の醸成 

資源循環型林業の構築 
新ひょうごの森づくりの推進 
災害に強い森づくりの推進 

森林ボランティアの育成 
企業の森づくりの推進 
森林吸収源クレジットの活用 

原木の低コスト安定供給体制の整備 
県産木材供給体制の確立 
県産木材の利用拡大 

次世代の担い手づくり 
学校における地球環境問題等の理解の促進 
地球温暖化防止のための人材育成、体験型環境学習の推進 
地球環境等の環境意識を醸成する参加・体験型イベントの実施 
地球温暖化防止学習教材ｿﾌﾄ｢うちｴｺｷｯｽﾞ｣の活用(再掲) 

市町・関西広域連合の取組と連携した普及啓発等の推進 
国際的環境関連研究機関等と連携した取組の促進 

２ ﾋｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ対策の推進 

３ 公共交通の利用 公共交通の利用促進 
鉄道への新型車両導入の検討 
路線バス等への低公害車導入促進 
他の移動手段と公共交通のベストミックス 

２ 低公害車の普及 

低公害車の購入支援 
次世代自動車用充電インフラ整備 
「ＥＶアイランドあわじ」推進事業 

４ モーダルシフト等の促進  内航コンテナ船への輸送転換の促進 
 共同輸配送システム導入等の促進 

家庭部門 

１ 環境学習・教育 

２ 関係機関との連携 

地球温暖化による 

影響への適応 

既存施策の体系化 
県庁内連携体制の構築等 
情報発信 

５ 自動車交通の円滑化  円滑な自動車交通を実現するための事業の推進 


